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[全教]全 日本教職員組合

「過労死、他人事でない16割
7/1「 生活と勤務調査」発表

「週の時間外労働は 14時 間」 「男性

の2割 が日曜出勤」…………全教が 7/1

に発表した 「教職員の生活と勤務に関す

る調査」報告で、長時間労働を強いられ

ている教B市の実情が明らかになった。

7割 近い教師が過労死不安を感 じて

おり、 「教育を充実するためにもゆとり

を」と全教は訴えている。

調査は、昨年 11月 、約1300人の小 ・

中 ・高教師を対象に実施。 1日 24時間の

イ子動内容を 1週間、詳細に記録 してもら

った。

それによると、 1週 間の仕事時間は、

平均54時 間59分 。 所 定の勤務時間

(休息時間を除く)よ り上3時 間44分

の超過となっている。

1週 間で6時 間の持ち帰り仕事があり

日曜出勤は男性 22%、 女性 11%の

Lヒ率であつた。

在校時間内も授業や実務に追われ、女

性の昼食時間は8分 しかない。

教師にとつて大切な 「社会的 ・文化的

時間」は男性で25時 間49分 。

同様の調査結果のある 「電機労連調査

(85年 )」 より4時 間30分 も短い。

ノ

/仕 事にも生活にもゆとりがない中で

男性の25%、 女↑生の35%が 「ひどく

疲れた」と答えている。

過労死にたいしても 「現実の不安とし

て感じる」教師が8%、 「他人事でない

と思う」は60%も いる。

仕事時間で 「やりたいこと」 「減らし

たいこと」たずねたところ、やりたいの

は ① 授業の準備 ・処理 ② 子どもとの

ふれあい ③ 自主研修がベストスリー。

減らしたいのは ① 実務処理 ② 官製

研修 ③ 授業 の 順であつた。

やりたいこと

① 授 業準備 ・処理     62.3%

② 子 どもとのふれあい   60.6%

③ 自 主研修       57.4%

④ 教 職員間の会話    29.2%

⑤ 学級関連       22_5%

減らしたいこと

実務処理
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(7/3.「連合通信。隔日版JNO.8049転載)



[名市般労]業 務士裁判第二回公判

「調理業務は家庭料理の延長」基金支部
業務の過重性はないと公務外主張

77、 保育園業務士 ・玉置さん、厚味

さんの公務外処分の取消を求める裁判の

第二回公判が、名古屋地裁にて開かれま

した。

裁判では、地方公務員災害補償基金

名古屋支部側が主張を提出しましたが、

その内容は 「公務災害補償制度は福祉制

度ではない」 「頚肩腕症候群は、健康な

状態ではないが病気でもない」 「調理業

務は家庭料理の延長で業務の過重性はな

い」などと相変わらず公務災害補償制度

の本来の目的からはずれた主張をつづけ

ています。

閉廷後の報告集会で山田弁護士は、

「現代医学で原因がわからないからとい

つて、病気ではないというのは説得力が

ない。 仕 事が軽減されてから症状が軽

くなっているのは原因が仕事にあること

の証拠。

調理業務のイメージのない裁判官にも

その大変さと、家庭料理との違いがわか

るような取組を進めましょう」と述べま

した。

集会では参加した保母や業務士、土木

支部の仲間が 「二人を先頭にみんなで一

緒にがんばろう」と発言しました。

次回第二回公判は,9/13 pm生 00から

です。皆さんの参加をお願いします。

(7/11付 「なごや市職」から転載)

[愛知県職]

エイズ問題テーマに健康学習会
721付 「いろいろ通信」から転載

愛知県職では7/9、 健康を考える学習

会を開催。 「 エイズから身を守るため

に」と題して、名市大溝上雅史医g市が講

演。偏見をなくし、正しい知識をと学習

しました。

[トヨタ自動車]

深夜勤務を廃止し「連続2交替制」
7/5,全工場に導入を検討

トヨタ自動車では、30年つづけてきた

「昼夜 2交 代」勤務にかわり 「連続2交

代」勤務の全工場に導入することに向け

て本格的な検討に入つたことを明らかに

しました。

「連続2交 代」勤務は、深夜から未明

にかけての勤務がなくなりすべての勤務

が通常の生活時間帯にほぼ収まるのが特

徴です。

会社は 「連続2交 代は、早番と遅番の

交代時に空き時間がほとんどなく、残業

の余裕を持たない点で、生産の効率化や

労働時間の短縮を促す制度だ」といつて

います。
一方、労働者の側には1990年から毎年

100時 間程度の労働時間の短縮に加え、

不況の長期化で残業収入が激減している

今、さらに収入が減りかねない新制度へ

の移行には、不安がある。

今後、労働者や家庭、地域社会の十分

な理解が求められる。

(7/6、 イ寸 「中国新聞」から抜枠)

人間らしく働く労働条件を !
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(第 5回 )

心すこやかに

第 1回 NO.37

第 2回 NO.35

第 3回  NO,38

第 4回  NO.39

掲載済です。

/イ ライラするときに使う抗不安薬、

幻覚や妄想があったり精神病状態になっ

たときに使う抗精神病薬、それに、ねむ

れない、熟睡感がないときに使う睡眠薬

などです。

しかし、いずれも飲んでいたからと

いってボケにはなりません。

実際には、例えばうつ病のときにクス

リを飲むとポケになるからと我慢して飲

まずにいると、一
見ボケみたいになった

りします。

特に老人のうつ病は仮性ボケになりや

すいのです。また、眠れないからといっ

てお酒を飲みつづけていると成人病にな

りやすくなりますし、さらにはアルコー

ル依存症にもなっていきます。

もちろん、今の睡眠薬は安全で、のん

でいてもボケにはなりませんが、それに

も程度があります。

沢山
一

度にのんでしまったり、いつま

でものみつづけることは、よくありませ

ん。担当の先生とよく相談しながらのん

でください。

さて、これでこのシリーズは、終りま

す。今までのことでおわかりのように、

心の病とは決して特別の人の特別の病気

ではありません。

心の健康は私たちの身近な日常生活の

なかにこそあるのです。

少し心にゆとりがなくなっているのか

な、不健康になっているのかナー

そのチェックポイントは、睡眠なので

す。朝すっきり目が覚めて、今日も一日

頑張ろうと気力にあふれてくる………

それが健康な一日のスター トです。
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組合員とともに考えるメンタルヘルス
(北医療生協 「医療とくらし」転載)

組合員さんと一
緒に考えながら進めて

きましたこのシリーズも、今回が最終回

となりました。

このシリーズが皆さんの日常生活のな

かで、,こ、の健康について目をむけて考え

ていく一つのきつかけになれば、私たち

北メンタル ・クリニックの職員
一

同幸せ

に思います。

最後のクイズ

① 「睡眠薬を飲みつづけているとボケて

くる」

(答 え は Xで す )

心の健康についてさらには精神科、

神経科で行なわれている医療について

何と誤解や無理解が多いことでしょう。

これも (①のクイズ)そ の一つです。

医療にあまり関係のない人が言うのなら

まだ、それも仕方のないことなのでしょ

うが、医療関係者の方からも、精神科の

クスリを飲むとポケちゃうよとか、飲み

出すと癖になるから飲んではいけないよ

なんて言われることにとても残念に思っ

ています。

北メンタル ・ク リニックで使う主な

クスリは、憂うつな気分、うつ病のとき

に使う抗うつ剤、不安で落ち着かない、

/



[建設
一

般]機 関紙 「じかたび」

シリーズ『職場の安全衛生』続報
巨大現場の特別安全協議会

一日に千人以上も就労する巨大現場

(この数字は他の産業、例えば製造業

などを考えてもかなりの大事業場に匹敵

します)で 、安全衛生委員会に参加して

いる労働者がほとんどいない現状はおど

ろくべきことです。

このことは、いかに重層の下請け制度

が介在しているか、いかに第
一
線の労働

者の雇われている資本家が小資本である

かを如実に示していると思います。

建設産業が政令で定めている業種であ

るにもかかわらず、規模が規定の数に達

しないため労働基準監督署もその実態を

調べもせず、子旨導すらしていません。

いや現在の労基署の体制は監督行政を

正しくやるにはまったく不十分なのが実

情でしょう。

下請け社長たちの安全管理集会

建設現場の安全管理について、労働安

全衛生法では 「統括安全衛生責任者」を

設けました。 (第 15条 )

似たようなような用語が数多く使われ

ており表現が複雑でわかりにくいのが法

律なのですが、簡単に言うと、下請けが

たくさん入つている建設の現場では、
一
番大 きな請負金をとっている請負人

(ゼネコン)が 、その他の業者 (下請け
・法律では関係請負人)を とりしきって

危険のないように建設工事をすすめろと

/そ の責任者は、協議組織を運営するこ

とが義務づけられています。

協議組織の名称はゼネコン各社でまち

まちですが、特別安全協議会、災害防止

協議会などと呼ばれています。

この協議会は、特安協とか災防協とか

略称されていますが、どんなふうに開か

れているか描いてみます。

巨大建設現場では毎月
一

回この特安協

が開かれます。

千人を越える時点では、参加業者は、

250社にもなります。

これは設備 (電気、空調、衛生、エレ

ベーター)な どを、一つにくくった上で

なおこの数字ですから、いかに細分化さ

れているか、うかがい知ることができま

す。

250人の参加者は、社長、取締役又は

請負人の代表者、請負人の代理人です。

これは労安法の安全衛生責任からいっ

て当然のことでしょう。

まず、会議の前に約 1時 間ほど現場を

巡視します。

下請け企業の最高責任者といつても、

千人からの会社の社長あり、/!はヽ一
人親

方の企業もあるのですが、業種によって

は現場などまわったことのない事業者も

いるわけですから巡回の意味は大きいも

のがあります。

会議は、一ケ月間の安全衛生管弾T程

の説明、現場巡回による指摘事項、改善

提案などが行なわれます。

会議は通常
一

時間ほどで終 ります。

会議後、参加者は自社の労働者に安全指

示事項を周知するよう要請されます。

これがゼネコンに要求されている統括

安全管理と下請けの協力義務です。

(6/5付、機関紙 「じかたびゴ抜粋)
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